
1.（3） 地方交付税は、財源保障機能と財政調整機能の堅持･強化により、自治体の安定

的財政運営に必要な財源を確保すること。その際、大都市特有の財政需要に応じた

措置を講じること。（◎）

2.（1） 地方公務員の労働条件の決定は各自治体における労使交渉と合意を尊重し、そ

の決定に対して介入を行わないこと。とくに、技能労務職員と企業職員の給与は、憲

法・法律で保障された労使交渉で決定する権利を有し、国及び大都市間の水準との

権衡を失しないよう定められるべきことを前提に、民間給与との単純比較に基づく

抑制を推進しないこと。（◎） 



（2） 各自治体は、人員不足に加え、公務員受験者の減少や若年層の離職が増加し、職

員採用に苦慮している。特に、土木、建築などの技術系職員は、専門技術の履修を選

択する学生が漸減しており、且つ、民間企業や自治体間での競争が激化し、人材の確

保がますます困難な状況となっている。公務をめざす人材の確保について自治体独

自の取り組みを尊重すること。（◎）

（3） 地方公務員の定年引上げにあたって、高年齢層における働き方について、実態の

把握に努めるとともに情報提供を行うこと。 

   高年齢層の賃金水準については、職務遂行の困難度、職務の内容と責任などに応じ

た改善とモチベーションを維持できる仕組みとするよう適切な助言を行うこと。ま

た、制度完成までの期間についてフルタイムでの任用を基本に希望者全員の再任用

が行われるよう、適切な助言を行うこと。（◎） 



（4） 地方公務員においては、労働基準法別表第１に掲げる事業に従事する職員には「時

間外労働の上限規制」が適用されることから、これらの職場において労基法改正の

趣旨に沿った 36 協定を締結するよう指導すること。一方、労働基準法別表第 1に該

当しない職員においては、各自治体の条例等で時間外労働の上限時間が定められて

いるものの、「他律的業務の比重が高い職場」や「特例業務」の指定について、公務

のために臨時の必要がある場合や災害その他避けることのできない場合を超えて運

用されている実態があり、厳格な運用を自治体に求めるとともに、実態把握にむけ

て必要な調査を行うこと。 

    また、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を踏まえ、労働時間の適正な

把握や長時間労働の縮減に向けた取り組みの徹底等が必要なことからも、人事委員

会に対し、労働基準監督機関としての役割を果たすよう指導を行うこと。（◎） 
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要  請  書 

 

地方自治の確立にむけた貴職の日ごろからのご尽力に敬意を表します。 

さて、政令市を中心とする大都市では、地域の中心都市としての機能充実の課題、さら

には待機児童の問題や高齢化対策、生活保護をはじめとする社会保障分野の課題、地域公

共交通の維持など、特有の課題も多く抱えています。そのうえ、更新時期を迎える都市イ

ンフラの再整備、大規模化する自然災害への対応などの防災・減災対策は喫緊の課題とな

っています。これらの大都市特有の多様な行政需要に対応するためには、国から地方への

税源移譲・権限移譲などの一体的な実施による自主財源の拡充が必要です。 

つきましては、新しい時代の大都市制度の確立や地方分権の実現に向けて次の通り要請

しますので、貴職の積極的な対応をお願いいたします。（重点課題は、◎としています） 

 
記 

 
１．地方分権の推進に対応した税財政制度の改革、大都市税源の拡充強化について 

（1） 消費税･所得税など基幹税の税源移譲と自治体の役割に見合った地方税中心の歳入

構造をめざすこと。地方法人税のさらなる拡張などは行わないこと。交付税の確保

は、地方交付税法に基づき法定率の引き上げによること。 
（2） 地方税財政に関する法改正や地方財政計画の策定、地方交付税総額の決定にあた

っては、国と地方の協議の場等で十分な意見の聴取と実質的な協議の上で決定する

こと。 

（3） 地方交付税は、財源保障機能と財政調整機能の堅持･強化により、自治体の安定的

財政運営に必要な財源を確保すること。その際、大都市特有の財政需要に応じた措

置を講じること。（◎） 

（4） 「ふるさと納税」については、①「居住地課税」という課税原則（居住地・所在地

における受益と負担）にそぐわないこと、②地域の特産物の適正価格を歪め、地場産

業の自治体依存という歪みを生み出すこと、さらに③一過性の予算増加・減少など



税収の不安定さが住民サービスの低下をもたらす危険性がある、という問題がある

ことから廃止すること。 

（5） 社会保障分野の人材確保と処遇改善、環境対策の充実、農林水産業振興、地域交

通対策など、増大する地域の財政需要を的確に地方財政計画に反映させるとともに、

地方一般財源総額を確実に維持・確保すること。また、「まち・ひと・しごと創生事

業費」については、自治体の財政運営に必要な財源となっていることから現行水準

を確保すること。 

（6） 高齢化の進展に伴う公費負担の増加や、待機児童対策をはじめとする子育て支援

充実への対応、また社会福祉の行政需要の拡大に対応するための財源確保を行うこ

と。 

 
２．賃金･労働条件、公務員制度について 
（1） 地方公務員の労働条件の決定は各自治体における労使交渉と合意を尊重し、その

決定に対して介入を行わないこと。とくに、技能労務職員と企業職員の給与は、憲

法・法律で保障された労使交渉で決定する権利を有し、国及び大都市間の水準との

権衡を失しないよう定められるべきことを前提に、民間給与との単純比較に基づく

抑制を推進しないこと。（◎） 

（2） 各自治体は、人員不足に加え、公務員受験者の減少や若年層の離職が増加し、職

員採用に苦慮している。特に、土木、建築などの技術系職員は、専門技術の履修を選

択する学生が漸減しており、且つ、民間企業や自治体間での競争が激化し、人材の確

保がますます困難な状況となっている。公務をめざす人材の確保について自治体独

自の取り組みを尊重すること。（◎） 

（3） 地方公務員の定年引上げにあたって、高年齢層における働き方について、実態の

把握に努めるとともに情報提供を行うこと。 

   高年齢層の賃金水準については、職務遂行の困難度、職務の内容と責任などに応じ

た改善とモチベーションを維持できる仕組みとするよう適切な助言を行うこと。ま

た、制度完成までの期間についてフルタイムでの任用を基本に希望者全員の再任用

が行われるよう、適切な助言を行うこと。（◎） 

（4） 地方公務員においては、労働基準法別表第１に掲げる事業に従事する職員には「時

間外労働の上限規制」が適用されることから、これらの職場において労基法改正の

趣旨に沿った 36 協定を締結するよう指導すること。一方、労働基準法別表第 1に該

当しない職員においては、各自治体の条例等で時間外労働の上限時間が定められて

いるものの、「他律的業務の比重が高い職場」や「特例業務」の指定について、公務

のために臨時の必要がある場合や災害その他避けることのできない場合を超えて運

用されている実態があり、厳格な運用を自治体に求めるとともに、実態把握にむけ

て必要な調査を行うこと。 

    また、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を踏まえ、労働時間の適正な

把握や長時間労働の縮減に向けた取り組みの徹底等が必要なことからも、人事委員



会に対し、労働基準監督機関としての役割を果たすよう指導を行うこと。（◎） 

（5） 被災自治体や被災自治体への派遣元自治体に対し、メンタルヘルス対策の充実を

はじめ、職員の健康をサポートする体制の強化とこれに係る財政支援を行うこと。 

（6) 会計年度任用職員の処遇改善について、遡及改定も含め常勤職員に準じた給与改定

を行うための財源を確保すること。 

 
３．地域公共サービスの充実および政策課題について 
（1） 「生活困窮者支援」については、体制整備や「求職者支援制度」の保障水準の引

き上げなどの機能を強化することにより改善するよう、関係省庁と協議すること。

また、大都市における生活保護の保護率が高いことを踏まえ、ケースワーク機能の

充実のための福祉事務所の実施体制を強化するため、地方交付税措置の充実をはか

ること。 

（2） 子ども・子育て支援新制度、地域包括ケアシステム、生活困窮者自立支援の円滑

な推進、児童福祉の向上を推進できる福祉事務所、児童相談所等の体制を強化する

ために、地方交付税措置の充実をはかること。幼児教育・保育の無償化に伴う自治体

の負担増については、財政措置を責任をもって講ずること。 

（3） 都市インフラの整備や老朽化への対応、環境・エネルギー問題への対応に加え、

災害時に起こりうる大都市特有の課題である道路・交通網の遮断による帰宅困難者

対応や木造密集市街地対策などに必要な財源を確保すること。災害時にも適切かつ

安全な医療・福祉提供体制を維持するため、施設の耐震化や補強、自家発電設備の整

備等の対策を継続・拡充すること。 

（4） 大規模自然災害が頻発する中、復興に不可欠な建築技術職員・土木技術職員や技

能職員等の人材確保対策を講じること。また、災害時には、各都市の既存事業につい

て、期間延長を可能とするなど柔軟な対応をはかること。東日本大震災の被災自治

体に対しては、震災復興特別交付税をはじめとした財政措置について引き続き継続

すること。 

（5） 自治体にもゼロカーボンシティの取り組みが求められる中、その実現のためには

地域公共交通の果たす役割は大きいことから、財政措置の改善をはかること。 

（6） 国家戦略特区において、「産業の国際競争力強化」のために過度の規制緩和が行わ

れると雇用が不安定化するとともに労働条件低下や個人情報保護などの安全性軽視

に繋がりかねないため十分配慮すること。 

（7） マイナンバー制度の円滑かつ安全な運用のため、現場の実態をふまえるとともに

現場の意見を聴きながら、情報管理機能や人的体制強化のための財政措置を講じる

こと。マイナンバーカードの活用範囲の拡大については、運用状況の検証と国民的

合意が大前提であり、また事務量の拡大やサービス低下を招くことのないよう慎重

に検討すること。 

（8） マイナンバーカードの交付率を地方交付税の算定方法から外すこと。 

（9） 自治体情報システムの標準化について、各自治体とも移行に向け鋭意努力してい



るところであるが、これまで自治体が独自に構築してきたシステムは、自治体の規

模、それぞれの地域における住民ニーズに対応したものとなっており、規模の大き

い大都市ほど、その作業は複雑なものになっている。自治体情報システムの標準化

に際して、運営費も含め、かかり増し費用が発生する場合は十分な財政支援を行う

こと。 

（10） 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加においては、自治体において大

きな業務負荷また人員不足等を招いていることから、関係省庁と連携し、その財源

も含め、より十分な支援を行うこと。 

                                                                  以 上 

 

 


